
入 札 の 公 告 （ 物 品 ） 

郵送・事後審査方式制限付一般競争入札を次のとおり行いますので、地方自治法施行令（昭和 

２２年政令第１６号）第１６７条の６及び大多喜町財務規則（昭和６２年規則第１号）第１２６ 

条の規定により公告する。 

平成２２年３月１０日 

大多喜町長 飯 島 勝 美 

１ 入札に付する事項 

件 名 小学校・中学校理科教育備品購入 

納 入 場 所 町内小学校５校・中学校２校 

納 入 期 限 平成２２年５月３１日まで 

仕 様 町教育委員会にて仕様書を参照してください。 

入札保証金 免除 

契約保証金 免除 

前 払 金 なし 

部 分 払 なし 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

名 簿 登 載 大多喜町建設工事等入札参加業者資格者名簿（物品）に登載されている者 

地 域 要 件 千葉県内に本店又は支店を有する者 

共 通 事 項 ⑴ 大多喜町建設工事請負業者指名停止要領に基づく指名停止措置及び大多 

喜町建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置を、当該物品購 

入等の公告日から入札（開札）日までの間、受けていないこと。 

⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑶ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は 

当該物品購入等の入札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者 

⑷ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続 

開始決定がされていない者 

⑸ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続 

開始決定がされていない者 

３ 入札（開札）の日時及び場所 

日 時 平成２２年 ３月２４日（水）午前１０時００分から 

場 所 大多喜町役場 小会議室



４ 仕様書の貸出方法及び貸出期間 

貸 出 方 法 大多喜町教育委員会教育課で印刷物による貸出し。 

貸 出 期 間 平成２２年３月１１日から平成２２年３月１７日まで 

土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

５ 契約条項を示す場所 

閲 覧 場 所 大多喜町教育委員会教育課 

閲 覧 期 間 平成２２年３月１１日から平成２２年３月１７日まで 

土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

６ 質問書の提出、受付期間及び回答 

質 問 書 質疑内容は、質問書（第３号様式）に記入し、ファックスにより大多喜町教 

育委員会教育課（FAX ０４７０－８２－２３４７）へ提出してください。 

受 付 期 間 平成２２年３月１１日から平成２２年３月１７日まで 

土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

回 答 その都度（質問者のみにファックスで回答） 

７ 入札書郵送到着期限、郵送先及び郵送方法 

到 着 期 限 平成２２年 ３月１９日（金） 

郵 送 先 〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜９３番地 

大多喜町役場 建設課管理係 

郵 送 方 法 簡易書留に限る。 

８ 落札候補者となった場合に提出する書類 

・入札参加資格審査申請書 

・過去の納入実績を証明できる契約書及び仕様書の写し 

９ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

・入札に参加する資格を有しない者のした入札 

・記名押印を欠く入札 

・金額を訂正した入札 

・誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

・明らかに連合であると認められる入札 

・大多喜町物品購入等に係る制限付一般競争入札試行要領第１４条に定める入札 

・その他入札に関する条件に違反した入札 

10 その他 

・入札公告及び入札に関し疑義等が生じた場合は、入札の前日までに大多喜町役場建設課 

管理係（℡０４７０－８２－２１１１内線２６１）まで必ず確認すること。 

・入札（開札）後において、入札公告、仕様等の内容についての不明を理由とした異議申立 

てはできません。 

・入札書等は、大多喜町の指定様式を使用すること。 

・入札書には、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載すること。 

・大多喜町物品購入等に係る制限付一般競争入札試行要領を熟読の上、入札に参加してくだ 

さい。


